


 

真田地域公共交通利用促進協議会 設立趣意書 

 

 近年、公共交通は、住民が生活していくうえで必要な最低限の移動を確保するという役割

がありますが、路線バス利用者の減少、それに伴う減便等によりバス事業者の努力だけでは

公共交通を維持することが大変難しくなりつつあります。 

市では、少子高齢化社会が進む中、住民の自立した生活を支えるため、公共交通の維

持・改善に取り組むことを急務と捉え、また地域戦略の一環として、住民や観光客の移動向

上による地域の活性化や環境負荷の軽減を視野に入れた持続可能な公共交通も必要と考

えています。 

このようなことから、平成 20 年３月策定の「長野県上田地域における公共交通活性化プラ

ン策定に関する調査報告書」に基づき、本原地区の公共交通空白地帯解消策のため、平成

22年10月より傍陽線の一部迂回ルート実証運行を実現しました。また、これらの実証運行に

よる利用者実態調査及び住民説明会並びに全戸への住民アンケート調査を行ったところ、

公共交通の維持・改善に向けて取り組む必要があること、更に住民・利用者・バス事業者・行

政との意見交換できる場を設けてもらいたいとの意見をいただきました。 

 これらを検討し、今年７月に（仮称）真田地域公共交通利用促進協議会準備会を立ち上げ、

本協議会設立の準備を行ってきたところです。 

 本協議会の目的であります市民・利用者・バス事業者・行政との連絡調整や利用促進に向

けた調査研究・広報活動を真田地域全体として積極的に取り組んでいくことが非常に重要で

あります。 

本日、ここに真田地域公共交通利用促進協議会を設立できますことに、準備会関係者の

皆様に厚く御礼申し上げるとともに、本日ご出席いただきました会員皆様に真田地域の公共

交通を大いに利用していただくことをお願いし、設立趣旨といたします。 

 

   平成 23年 10月 19日 

真田地域公共交通利用促進協議会準備会 

会長  佐藤 和雄 

 

 

 



真田地域公共交通利用促進協議会規約

　（目的）

　（会員）
第３条　協議会は、第１条の目的に賛同する者をもって会員とする。

　（事業）
第４条　協議会は、第１条の目的を達成するため次の事業を行う。

第１条　この協議会は、真田地域の路線バス等の利用促進のため、市民及びバス利用者と行政関

　係者及びバス事業者等の連絡調整を図り、必要な事項について調査研究することを目的とする。

　（名称）
第２条　この協議会は、真田地域公共交通利用促進協議会（以下「協議会」という。）という。

　（組織）
第５条　協議会の役員会は、役員15人以内をもって組織する。

２　役員は、総会において選出する。

３　役員会には、会長及び副会長を置き役員が互選する。

　(1)　バス事業者との連絡調整

　(2)　利用促進に向けた調査、研究

　(3)　利用促進に向けた広報活動

　(4)　その他必要な事項

　前任者の残任期間とする。

２　役員は、再任されることができる。

　（役員会議）
第７条　役員会議は、会長が召集し、会長が議長となる。

４　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

５　副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

　（役員の任期）
第６条　役員の任期は、４月１日から翌々年３月31日までの２年とする。ただし、補欠役員の任期は、

　（総会）
第８条　総会は、毎年１回会長が会員を招集し、会長が議長となる。ただし、必要があると認めたとき

　は、臨時に召集することができる。

２　総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

２　役員会議は、役員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　役員会議の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

４　議長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、役員以外の者を会議に出席させ、

　意見を求めることができる。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規約は、平成23年10月19日から施行する。

３　総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

　（事務局）
第９条　協議会の事務を処理するため事務局を置く。

２  事務局は、上田市真田地域自治センター建設課に置く。



平成23年度　事業計画

2 有線放送を利用したＰＲ活動【機会あるごとに実施中】

1 標語の利用

メインタイトル：人をむすぶ、心をつなぐ、真田の路線バス

サブタイトル：真田氏発祥の郷、歴史散歩へ！大自然とロマンを乗せて菅平高原へ！

6 クリスマスイベントの実施(利用促進チラシ入り球根の配布)【実施済】

3 市の広報・ホームページ及び真田地域だよりを利用したＰＲ活動【機会あるごとに実施中】

4 懸垂幕・横断幕の製作と掲示(パレオ・真田地域自治センター)

7 児童絵画車内展示イベントの実施（2-3月に実施予定）

5 ポスターの製作と掲示(1,000部の予定)



真田地域公共交通利用促進協議会 会員一覧 （順不同）

区分 団体名 職名 備考

3 傍陽地区自治会連合会 会長 真田地域自治会連絡会議副会長

1 真田地域協議会 会長

4 本原地区自治会連合会 会長 真田地域自治会連絡会議会長

自
治
会

2 長地区自治会連合会 会長 真田地域自治会連絡会議副会長

健
康
・
福
祉

5 上田市真田地区民生委員・児童委員協議会 会長

7 真田町身体障害者福祉協会 会長

9 社会福祉法人　かりがね福祉会 理事長

8 障害のある人達の家族の会 会長

6 上田市社会福祉協議会 会長

11 上田市真田地域健康推進委員会 会長

10 高齢者総合福祉施設　アザレアンさなだ 理事長

農業後継者グループ青葉会 会長

17 真田町きのこ組合協業体 会長

12 上田市真田地域食生活推進協議会 会長

14 農業後継者グループ黒土クラブ 会長

農
業

13 農村女性ネットワークさなだ 会長

15

18 上田市真田地域農業者年金協議会 会長

16 JA信州うえだ　真田支所 支所長

商
工
観
光

19 真田町商工会 会長

21 菅平高原旅館組合 組合長

22 社団法人上田法人会　真田支部 支部長

20 菅平高原観光協会 理事長

建
設

23 真田町上下水道協会 会長

25 真田町造園協同組合 理事長

27 真田町体育協会 会長 H24.4.1上田･丸子･真田地区で統合

24 真田建設業協会 会長

消防 28 上田市消防団　第7方面隊 隊長

体
育

26 さなだスポーツクラブ 会長

副本部長

そ
の
他

29 さなだ共同参画ネットワーク 会長

30 真田地域長寿会 会長

保
育
・
幼
稚
園

31 さなだ保育園保護者会 会長

33 すがだいら保育園保護者会 会長

34 いずみ幼稚園ＰＴＡ 会長

32 そえひ保育園保護者会 会長



（順不同）

区分 団体名 職名 備考

小
中
学
校

35 傍陽小学校 校長

37 本原小学校 校長

39 真田中学校 校長

38 菅平小学校・中学校 校長

36 校長会真田支会 支会長 長小学校校長

41 長小学校ＰＴＡ 会長

40 傍陽小学校ＰＴＡ 会長

43 菅平小学校・中学校ＰＴＡ 会長

42 本原小学校ＰＴＡ 会長 小中学校のＰＴＡ会長（PTA真田地区事務局事務長）

上田東高等学校　真田支部 支部長

49 上田西高等学校　真田支部 支部長

44 真田中学校ＰＴＡ 会長

46 上田染谷丘高等学校　真田支部 支部長

高
校

45 上田高等学校　真田支部 支部長

47

50 丸子修学館高等学校　真田支部 支部長

48 上田千曲高等学校　真田支部 支部長

真田郵便局 郵便局長

51 東御清翔高等学校　真田支部 支部長

53 上田信用金庫　真田支店 支店長
金
融

52 八十二銀行　真田支店 支店長

54

事
業
所

55 ㈲大栄工業 代表取締役社長

56 信越電線㈱ 取締役社長

58 ㈱NISSIN APS 工場長

57 多摩電気工業㈱　真田工場 工場長

60 武者綿業 代表取締役

59 スミダ電機㈱　真田工場 代表取締役社長

62 大和リース㈱　長野真田デポ工場 所長

61 ㈱松栄製作所 取締役社長

64 岩崎電線㈱ 製造部長

63 ㈱ウッドテック秋富 代表取締役社長

66 ㈱新村 真田工場

65 塚田メディカルリサーチ真田工場 代表取締役社長

公
募

68 山野井　宏彰 教員

67 西友 真田店 店長

上田バス㈱ 代表取締役

第五中学校教員

69 利用者

バス事業者70


